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総 説 福井医科大学研究雑誌 第2巻 第1号 ・第2号 合併号(2001)

J.ライ タ ー教 授 講 演 会 記 録

演 題 「イ ンフ ォー ム ド ・コ ンセ ン トとエ ホ バ の 証 人 」

山本 達,犬 丸 の り子 ※

倫理学教室

Vortrag: Prof. J. Reiter, Inform ed consent and Zeugen Jehovas

YAMAMOTO, Tatsu  und INUMARU,  Norike 

Seminar  fur Ethik, Medizinische Hochschule Fukui

Zusammenfassung 

       Professor Johannes Reiter hat am 8. September 2000 den Vortrag, der von der Ethik-Kommission in 

Medizinische Hochschule Fukui veranstaltet wurde,  fiber Informed consent  und Zeugen Jehovas gehalten. Dieser 

Vortrag war der erste, den er uns Japanern  wahrend seines Aufenthaltes in Japan voriges Jahr gegeben hat.  Im 

folgenden kann man  seinen Inhalt zusammenfassen. 1) Die Zeugen Jehovas  gehoren zu einer religiosen Sekte, die 

wegen ihrer reservierten Haltung  gegenUber dem Staat in vielen Staaten verboten sind. 2) Die medizinische Ethik der 

westlichen Welt  orientiert sich an zwei Modellen, d. i. an dem hippokratischen Modell  und dem Autonomie-Modell. 

Der hippokratische Eid  stellt zwei herausragende Grundpflichten fest.  Sie verlangen vom Arzt, sich  fur das  Wohl des 

Patienten einzusetzen  und ihm nicht zu schaden. Hier liegt die Entscheidungskompetenz ganz auf der Seite des Arztes. 

Wir bezeichnen das zweite Modell als Autonomie-Modell. Es ist  ein Denken, das die Selbstbestimmung (Autonomie) 

des Menschen als seine wesentliche Bestimmung herausstellt. Die Idee von Autonomie ist auch  fur die  EntwUrfe der 

freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnungen der Neuzeit fundamental. 3) Das Selbstbestimmungsrecht findet 

 seinen Niederschlag auch in gesetzlichen Rahmenwerken, die  fur die Medizin maBgeblich sind. Aus  dem Recht leitet 

sich der informed consent her. In der Bundesrepublik Deutschland ist das Selbstbestimmungsrecht im Artikel 2 des 

Grundgesetzes verankert. 4) Zeugen Jehovas unterliegen grundsatzlich den in 3)dargelegten rechtlichen 

Bestimmungen. Auch  fur solche Patienten besteht kein Therapiezwang. Der Arzt muss sich damit  begnUgen, lediglich 
die vom Patienten tolerierte Behandlung vorzunehmen. Der Arzt kann aber eine vom Patienten  gewUnschte nur 

Teilbehandlung ablehnen, wenn damit eine erheblicher Kunstfehler verbunden ist. Bei Minderjahrigen  stellt sich der 

Sachverhalt anders dar. 5) Das Verbot des Blutgenusses der Zeugen Jehovas ist  religiOs  und wird aus der 

Apostelgeschichte abgeleitet. Aber die religios motivierten  Begrandung  flit. die Ablehnung einer Bluttransfusion 

scheint mir falsch. Unabhangig davon ist der Will des Patienten  fur das Handeln des Arztes  mal3gebend. Die rechtliche 

Grundlage  hierfilr bildet das Selbstbestimmungsrecht des Patienten.  Darnber hinaus kann sich der Zeuge Jehovas auf 

die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantierte Glaubensfreiheit beziehen.

 SehlUsselworter  er : Medizinische Ethik, hippokratisches Modell, 

 Blutiibertragung, Gewissensentscheidung

Autonomie-Modell, in formed consent,  Ablehnung der

※ 金沢大学非常勤講師 Kanazawa University

(Received 29 March 2001; accepted 25 May  20012,

一41一



山本 達,犬 丸 の り子

訳者まえがき

本稿は、2000年9月8日 、福井医科大学倫理委員会主催で開かれたヨハネス ・ライター教授の ドイツ語による講演内

容 を、全文翻訳 したものである。教授は末記のプロフィルに見るように、現在、 ドイツ連邦共和国で生命倫理学の幅

広い問題領域にわたり精力的な研究 に取 り組んでいる道徳神学者である。同時に、生命倫理に関連 した国あるいは州

レベルの政策決定に責任ある立場で積極的にコミットしている ドイツ有数の代表者の一人でもある。講演会開催に至

った経緯を簡単 に紹介すれば、「ヒト遺伝子解析の臨床応用の倫理 ・社会問題」についての 日独研究交流という目的

で、2000年9月 に、富山医科薬科大学哲学教室の盛永審一郎先生の尽力により、日本学術振興会外国人招へい研究員

として来 日された。はじめての訪日で、1か 月半に及ぶ滞在中、 日本各地の大学や学会に招かれ、何回かの講演会や

シンポジウムが開かれた。本講演は、その一環であるが、教授にとっては日本で最初の講演となった。福井医科大学

教職員を中心 に約50名 の聴衆の参加 を得て開かれた講演会では、講 演に引き続 き質疑応答が行われ、熱心で有意義な

質問が出された。これに答える教授の懇切丁寧な話 しぶ りと態度は、幅広い学識 と信愛あふれる人柄を感 じさせ、私

たちにとり印象深い ものであった。 このときの話し合いは、犬山の り子の通訳 によったが、その詳細をここに採録 し

て、講演会 をより完全なかたちで報告できないのが、訳者にとって心残 りである。

「エホバの証人」の輸血拒否をめぐる問題は、「生命倫理」上の特殊の問題として受け取る向 きが多いかもしれな

い。だが、この問題の本質は、実は 「インフォーム ド・コンセン ト」の根幹に触れている。医療人、一般市民を問わ

ず、私たちに医療の使命や目的について改めて考えさせずにはおかないような問題である。「インフォーム ド・コン

セ ン ト」は、今では、日本でも医療の実践に定着 したように見えるが、これを一歩踏み込んで考えようとすると、

「エホバの証人」の提起する問題は、そのための貴重な 「教材」であるという意義 を失 っていない。 この講演では、

その辺のところが分か りやす く示され、教授自身の考える視点には動揺がない。はたして、こうした考え方にどう応

えるか。日本の医療の現場に身を置 き、プロフェッシ ョンとしての医療人の立場からすると、疑念や異論 も当然あろ

う。いずれにせ よ、この講演が、この種の問題に関心 を寄せる私たちに 「医療の倫理」 についていろんな意味で考え

るヒントは、与えて くれたように思われる。ここにライター教授への心か らの敬意 と謝意 を表すとともに、こうした

機会の提供に格別のご配慮を戴いた福井医科大学長の須藤正克先生(当 時の福井医科大学倫理委員会委員長)、 そ し

て講演会開催にご協力いただいた当委員会関連の先生 ・職員のかたがたに、深 く感謝申し上げたい。

(凡例)

・原文で下線を付けて強調されている語句は、ゴシック体で表す。

・原文の。"は 、「 」で表す。

・()は 、原文でも()を 付 されているが、原文の()付 きの箇所を開いて訳 した場合 もある。

・[]内 の語句は、訳者の補足 したものであることを表す。

このテーマを扱う前 に、「エホバの証人 とは一体誰の

ことなのか」について、先ず簡単にお話 ししておかな

ければな りません。そのあとで、そのテーマを医療倫

理 とい うより大 きな枠組みの中でお話 しようと思いま

す。

1.エ ホ バ の 証 人 と は誰 か

まず 、 最 初 に 、 「エ ホ バ の 証 人 とは誰 か」 とい う問 題

で す が 、 エ ホバ の 証 人 と は 、 宗 教 上 の 一 つ の 分 派 、 つ

ま り[カ トリ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト、 聖 公 会 な ど の]

キ リス ト教 の 主 要 な 教 会 か ら分 離 した特 殊 な信 仰 集 団

で 、 ア メ リ カ の服 装 店 の 家 に生 まれ た チ ャ ー ル ズ ・タ

ー ツ ェ ・ラ ッセ ル(1852 -1916)と い う人 物 が19世 紀 末 に

創 設 しま した 。 エ ホ バ の 証 人 は 、 世 界 の 終 末 とい う も

の が 、 今 この 世 代 の うち に も訪 れ る こ と を予 期 して い

ま す 。 こ の 点 に 彼 らの 信 仰 基 盤 が あ り ま す 。 彼 らは 、

世 界 の 終 末[が い つ 訪 れ る か]を しば しば予 言 して き

ま し たが 、 そ の予 言 が 誤 りで あ っ た こ と を い つ も訂 正
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しなければな りませんで した。エホバの証人は、国家

に対 し、その方針には距離を置 くという態度 を示 して

お り、例 えば兵役 を拒否するために、多 くの国々では

彼 らの宗教活動は禁止されているのです。エホバの証

人の信奉者たちは、全世界、210か 国でお よそ350万 人

を数えます。(わ た しの国)ド イツには、12万5千 人の

信者がいます。ですから、世界全体で15億 人に上るキ

リス ト教徒 と比べ ます と、エホバの証 人の信奉者 は、

数の上では比較的に少ないと言えます。 また、3億 人の

信者を擁する仏教 と比べ ましても、エホバの証人の信

者は少数派です。ちなみに神道でも、約1億 人の信奉者

がいます。

2.医 療倫理のさまざまなタイプ

次 に、お話 したいのは、医療倫理のさまざまなタイ

プについてです。

医療倫理が取 り組む問題 とはどんな問題でしょうか。

それはつまるところ、「人間が人間の疾病や健康を扱 う

場合 に、何が道徳的に命 じられている義務なのか、あ

るいは道徳的 に許可され許容 されていることなのか」

と言った問題です。

医療 と倫理 とは、 もともと、互いに関係がない もの

ではあ りません。これまで人類のさまざまな文化の中

で、人々は、医者がその医療行為 において どの程度責

任を負 うことができるのかについて深い考察 を試みて

きました。 このことを理解するためには私たちは、ど

の文化 にも、それぞれ特有の背景があることを見失っ

てはな りません。そ して、そうした文化の背景 とい う

ものはこれをどのような視点から見 るか、その見方の

違いに応 じて、 ときには哲学的な姿や宗教的な形で表

れ、あるいはイデオロギーとなった りして表れてきま

す。宗教や哲学、あるいはイデオロギーは、文化 を通

して、医療倫理に伝 えられているわけです。ですから

私たちは、たとえばヒポクラス的な医療倫理の伝統や

西欧啓蒙時代の医療倫理 とい うかたちで、西欧の医療

倫理について話すことができます し、あるいは、ユ ダ

ヤ教的な特色をもった医療倫理、カ トリック思想に基

づ く医療倫理、プロテスタン トの医療倫理、イスラム

教の医療倫理、さらには神道や仏教の医療倫理につい

て話題にすることもできます。

ここで、私がお話で きるのは、ただ、西欧的な特色

を持つ医療倫理に限られているとい うことを、まずお

ことわ りしておきます。さて、西欧的な医療倫理を方

向付 けているモデルは、大 まかに言って、2つ あ りま

す。1つ はヒポクラテスのモデルであ り、 もう1つ は

自律 ・モデルであります。

ヒポクラテスのモデルは、紀元前4世 紀 、古代 ギリシ

アの医者 ヒポクラテスにまで さかのぼ ります。彼 は、

古代ギ リシアの哲学者であるヘラクレイ トスの弟子で

した。『ヒポクラテス全集』には、医の実践、医の哲学、

医の倫理 を扱ったいろいろな断片がまとめられてい ま

す。有名な 「ヒポクラテスの誓い」 は、<技 術的にで

きること[能 力]〉 とく道徳 的になすべ きこと[義

務]〉 との間で心理的な緊張状態に陥った医者に対 し

て、倫理的な限界 をきちんと示 したもので、今 日に至

るまで通用する模範 としての意義を有 しています。 ヒ

ポクラテスの誓いでは、医者 に対 して、 とりわけ重要

な基本的義務が2つ 、要求 されます。それらは、今 日

で も有効な義務です。1つ は、<個 人の名声にとらわ

れずに患者の幸福 ・健康のために力 を尽 くすべ きこ

と〉であ り、2つ には、〈患者をとりわけ傷つけない

こと〉です。「患者の幸福 ・健康」 と、医療が適切であ

る ということが1つ に重なり合 う。 こうした条件のも

とで、医療行為を決定する権限は、全面的に医者のサ

イ ドに委ねられていることになっています、,患者の幸

福 ・健康を思 って決定を下すのは、医者です。医者は、

医療 とい う専門能力 を持たない人のために、その人の

幸福 ・健康を思って決定 を下すのです。それはちょう

ど、父親が 自分の子供たちの利益 をお もんぱかって為

す行いのような ものです。そこから、医者のこうした

行為は、さしあたっては、無難な表現 として 「パター

ナリズム[家 父長主義]」 という概念で特徴づけられま

した。

しか しなが ら、「パ ターナリズム」には裏の面があり

ます。そのために今 日、この言葉はどちらか と言うと

否定的 な響 きを持っているのですが、 この裏の面は、

何が患者の幸福 ・健康であるかを医者だけが知ってい

るということに、異論が唱えられるときに、明らかに

なります。今日、「患者の幸福 ・健康」 とい う概念が拡

大するのにともなって、医者による医療行為の決定は、

今では、医学的な理由付けだけでは正当化できな くな

っているのです。医者の目から見ると患者の健康 にと
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って害 になることであっても、患者 自身はそれを望む

ことができます。例 えば、患者は、輸血など、生命維

持や延命のための医療処置 を実施 しないように望むこ

とがで きます。あるいは、病気の診断結果 について 自

分に真実が知 らされることを望むこともできます。こ

のように、患者の側 には、パターナ リズムを絶対視 し

ない、つまり相対化するという要求があ ります。こう

した要求は、まず第一に、患者の自己決定 を尊重すべ

きだ という要求、あるいは、患者には自己決定する権

利があるという要求 によって正当化 されます。実はこ

の相対化するとい う要求が、[次にお話する]医療倫理の

第2の モデルの中で表れているのです。

第2の モデルを私たちは、自律 ・モデルと名づけます。

このモデルには、ある1つ の考え方が刻み込まれてい

ます。それは、多元主義的な世界にあって医療 とい う

ものに決定的な影響 を与えているもので、その源は啓

蒙時代の哲学にあ ります。そ してそれは、人間の自己

決定(自 律)と いうものを人間の本質的規定としてク

ローズアップする思考です。この考 え方を主張 した哲

学者インマヌエル ・カント(1724-1804)は 、どのような

道徳的行為であれ、 したがってまたどの ような倫理で

あれ、それが成 り立つための第一の基礎 として、人間

が 自らの意志を自由に自分 自身で規定で きるという能

力を明らかにしました。同時にカントは、「そうした能

力ゆえに、個々のいかなる人間にも、無条件の、相対

化できない価値があることが認められなければならな

い」 と指摘 しました。このような価値が、カン トの言

う 「人間の(不 可侵の)尊 厳」であ り、 この人間の尊

厳を認めることによって、自己決定の尊重が無条件の

道徳的な命令 ・掟だという根拠が与えられるわけです。

近代に入 り、自由主義 ・民主主義的な社会 ・国家秩

序が構想 されるときにも、その基盤になっているのは、

やは り人間の自律 と尊厳 という理念です。このような

社会 ・国家では、(個 々人が道徳的に)自 己決定 し得る

という可能性が、例えば成文化 された人権 という形で、

維持、保証 されていなければなりません。また、人間

が 自分 自身を一定の社会や国家の構成員であると見な

すという、人間の自己決定のあ り方 も、維持、保証 さ

れていなければな りません。こうしたことは、民主主

義的な社会基本権 ・市民権 という形で要求されている

ことです。 自由主義 ・民主主義の国々では、こうした

さまざまな基本権が、それぞれの憲法や基本法の中に

きちんと記 されているのです。

3.説 明と同意(イ ンフォーム ド・コンセン ト)

続いて、「説明と同意」、いわゆるインフォーム ド・

コンセントについて話 を進めます。

自己決定権は、法律の枠組みの中でも表されてお り、

医療にとって重大な意義をもつ ものです。インフォー

ム ド・コンセン トは、この自己決定権か ら導 き出され

るわけですが、この権利は一般に、現代のさまざまな

国家の憲法を構成する本質的要素 となっていて、 ドイ

ツ連邦共和国では、基本法第2条 に定められています。

そ して今では、自己決定の権利は、医者 と患者の相互

関係 の根本を成す要素の1つ となりました。或る医者

が彼 の考える医療処置 を行 うべ きか否か、これを決定

する権利 は患者が持ってい ます。ですか ら医者は、検

査や治療のいろいろな可能性 について患者 によく説明

し、そのうえで、行われる医療処置 ひとつひとつ に対

して、患者自身の同意(イ ンフォーム ド・コンセント)

を得 るとい う義務を持 っています。患者自身の決定能

力 に制限がない以上は、患者 には、例 えば救命治療を

拒絶する権利 もあることになります。

そのようなわけですか ら、インフォーム ド・コンセ

ントは、その基礎 を、ただ単 に哲学的倫理学に置いて

いるだけではあ りません。法律 にもその基礎 はあるの

です。 さらに言 えば、 ドイツの法解釈による と、救命

処置 としての手術であれ、注射を1本 うつことであれ、

どの薬剤 による治療や心理療法であれ、 どんな医療処

置の介入も、 また薬剤の どのような投与 も、どのよう

な照射や理学療法 も、 ドイツ国刑法の上では身体の傷

害 を意味 します。これは刑法223条 以下に記 されていま

す。こうした 「身体の傷害」 は、患者の同意すなわち

インフォーム ド・コンセ ントがあって初めて正当化す

ることがで きるのです。ですか ら、医療介入が合法的

であるためには、医者 と患者との間に合意が成立 して

いることが決定的に重要なのです。

しか し、医者の医療処置 に対する同意が法的な効力

を持つためには、もっといろんな前提条件が満たされ

ていなければなりません。先ず、患者が同意能力を有

することが必要 とな ります。同意能力は法律的な意味

での行為能力とは無関係です。法律的な意味での完全
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な行為能力 は、成人、つまり満18才 になって初めて与

えられます。 さらにそれが法律的な効力を持 った同意

であるためには、いわゆる認識能力、判断能力が重要

になってきます。すなわち、当事者が、医療介入の意

味やその影響範囲を的確に理解できるという能力です。

いわゆる成人は、精神的 に見て異常な状態 にないかぎ

りは、こうした能力 を有 していることが前提 となって

います。さきほど述べたばか りの認識能力、判断能力

が問題 になって くるのは、未成年者の場合です。医療

介入の度合いが強まれば強まるほど、これらの能力が

厳 しく求め られて くるのです。一般 には、16才 に達 し

ていれば、通常の、比較的にリスクの少 ない医療介入

に対 しては法的に有効な同意ができると考えられてい

ます。

また、当事者 に同意能力がない場合には、ただ、法

定代理人だけが同意 を与えることが許 され ます。法定

代理人 とは、未成年者では両親、非嫡出子(婚 外子)

の場合は母親であ り、成人では世話人や、かつて後見

人と呼ばれた人を指 します。

もしも法定代理人が権利 を濫用 して同意 を拒否する

ならば、後見裁判所が必要な処置を決めることができ

ます。後見裁判所か らの指示が間に合わない場合 は、

必要な医療介入は緊急避難という形で正当化すること

もで きます。これは ドイツ国刑法34条 に記 されていま

す。

4.エ ホバの証人でのインフォーム ド・コンセン ト

ここで、本題の 「エホバの証人」でのインフォーム

ド・コンセン トについて考えたいと思います。

エホバの証人 のような宗教上の分派や、常識か ら逸

脱 した人生観を信奉する人々も、原則的には、これま

で述べて参 りましたさまざまな法的規制の もとにあり

ます。患者 に対 しては、どんな治療の強制 も成 り立ち

ません。或 る治療が必要なのか どうかは医者の説明を

受けた後で、患者が自分で決定することが許 されてい

ます。だから、宗教的分派に属する人や逸脱者が、他

の大多数の人々が共有できそうもない理由に基づいて、

緊急 に必要 な医療処置 を頑なに拒否することがあって

も、そうした人の意志は原則的には考慮 に入れなけれ

ばな りません。その際、そうした意志が、エホバの証

人の場合のように宗教的な動機に根差 しているものな

のか、または別の理由に基づ くものなのか、こうした

問題は些細なことであ ります。患者が受け容れること

ので きる治療 に取 りかかることで、医者は満足 しなけ

ればな りません。例えば、医者の側か らも認められる

か ぎりは、輸血 なしで治療 を行 うことももあ ります。

しかし、患者が部分的治療だけを望み、かつ部分的治

療だけでは重大な医療処置 ミスにつながるような場合

には、医者は、そうした部分的治療を断ることができ

ます。ですか ら、ある手術が著 しい出血の危険をとも

なう場合 に、 もし患者があらかじめ輸血 を拒んでいた

ならば、医者はその手術を拒絶することが許されます。

ある文献 には、アメリカ合衆国での次の事例が引 き合

いに出されています。引用します と、「エホバの証人で

あるひとりの女性患者が、輸血の必要に追られていた。

彼女には、[も し輸血 をしなければ]お そらく死ぬであ

ろうことが伝 えられたが、彼女は輸血への同意 を拒ん

だ。下級裁判所は、病院に対 して、輸血 をすることを

許可 し、フロリダ州の上級裁判所は彼女の上訴 を聞 き

入れた。権利能力のある女性患者は、たとえ彼女に2

人の子供がいるにしても、救命療法 とし.ての輸血を、

宗教的理由か ら拒むことが許される。個 人の自由への

権利は、ほかのあらゆるものに対する考慮に優先す る

[というのが、その理由である]」(E.Deutsch,Medizin-

recht,Berlin41999,332)0

ここまでは、同意能力のある成人が治療 を受ける、

あるいは受けないといった問題 について見てきました。

これが未成年者の場合にな ります と、事情はちがって

きます。未成年者の場合 には、提供 される治療を拒否

するという基本的な自由権 と、未成年者の保護 とが相

衝突することが起こ り得 ます。養育権利者が治療 を拒

否することによって、患者である少年[こ の場合は14

才以上18才 未満の者 を指 します}の 健康が危険に陥る

場合には、親の保護養育権を後見裁判所が制限するこ

とができます。担当の判事 に連絡がつかな くても、保

護養育権が悪用されている ときは、親による決定が医

者を拘束することはあ りません。先 に引用 した文献で

は、次の事例 も挙げられています。「宗教的な理由から、

ある親が自分の子供のための輸血を拒んだ。その子供

は、鎌状赤血球性貧血に罹っていた。た しかに親は自

分の宗教を自由に実践する原則的な権利 を持ってい よ

う。けれ ども子供の健康への国家の関心のほうが、は
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るか に優 位 を しめ るべ きで あ る」(E.Deutsch,a.a.0 .,333)。

一 方
、 意 識 を 失 っ た 患 者 の ケ ー ス で は 、 特 に困 難 な

事 態 が 生 じて き ます 。 こ の場 合 、患 者 が 主 体 的 に持 つ

実 際 の 意 志 、 な い しは 推 測 され る意 志 を突 き止 め な け

れ ば な り ませ ん 。 この こ とが 不 可 能 な ら ば 、 医 者 は 、

患 者 が 自 らの 命 が 救 わ れ る こ と を望 む で あ ろ う と い う

前 提 の も とで 、 救 命 とい う義 務 に従 う こ とが で き ます 。

こ う した場 合 の ため に 、 エ ホ バ の 証 人 は 、 「医 療 手 当 に

関 す る 証 書 」 とい っ た もの を 携 帯 して い る よ う で す 。

そ こ で は 、 輸 血 の拒 否 が は っ き りと記 され て い ます 。

5.エ ホバの証人では、血を取り入れることが禁止される

エホバの証人は、一般に、輸血 を拒絶 します。その

ために、 これまで指摘 してきたようなさまざまな問題

が起 こっています。通常の医療の活動では、怪我によ

る激 しい出血がある場合、手術、あるいは慢性の貧血

症 の際に、生命の維持のために輸血が行 なわれます。

エホバの証人が拒絶する輸血 とは、完全血の輸血や赤

血球濃縮液、血漿、白血球、血小板の輸液のことです。

一方、その過程で血液備蓄を伴わずに、閉鎖的なサー

キュレイション内部で血液を体外循環 させる処置、血

液透析、代用血液製剤を詰めた人工心肺装置 などにつ

いては、これらを実施するか どうかの決定は、信者自

身の自由な良心の決定 に委ねられています。蛋白質、

アルブ ミン溶液、グロブリン、フィブリノゲン、免疫

グロブ リンなどの輸液や、血友病患者に行われる血液

凝固濃縮液の注入も、同 じように信者の良心の自由な

決定に任せ られます。

輸血の拒否は、多 くの人々にとっては、不可解なこ

とです。公共社会では反感 さえかっています。 しか し

なが ら、エホバの証人には、血を自分の身体に取 り入

れることが禁 じられているのです。 もしこの禁令 を犯

して、後でこれを過ちとして悔い改めない ということ

になります と、 自分たちの共同体から排除されるとい

う罰を受けることになります。

血 を体外か ら取 り入れることの禁止には、宗教的な

動機づ けがあ り、新約聖書の使徒行伝にその出典があ

ります。使徒行伝の15章28、29節 には、次の ように記

されています。「聖霊とわたしたちとは、次の必要事項

のほかは、どんな負担をも、あなたがたに負わせ ない

ことを決めた。それは、偶像 に供 えた もの と、血 と、

絞め殺 したものと、不品行 とを、避けるということで

ある。」

こうした指示 には、次のような背景があ ります。最

初のキリス ト教団の内部では、ユ ダヤ人のキリス ト教

徒 と異邦人キリス ト教徒 との問でいろいろな衝突があ

りました。 イエス ・キリス トの使徒たちは、こうした

状況の中で伝道活動 を進め、「異邦人キリス ト教徒は、

いわゆるモーセの律法に拘束 されない」 と定め ます。

それでも、将来起 こりうる衝突 を避けるためには、異

邦人キリス ト教徒 も 「最小限の律法」 は守るべきだ と

され、先ほど挙 げた必要事項がそうした律法 にふ くま

れているわけです。 しか しなが ら、聖書で血について

述べ られていることは、詳 しく言いますと、ユダヤの

流儀で屠殺 しないで殺 した動物を食することです。つ

まり屠殺の際に[頸 動脈を切 るなどして]血 抜 きをし

ていない動物を食することです。 ところで、エホバの

証人が上のような聖書の文句 を基礎 にして、輸血 を禁

止 しているとするならば、これは、聖書の聖句をね じ

曲げた、生命の危険につなが りかねない解釈 だと言え

ます。その聖句では、輸血のことはまったく考えられ

てい ませんでしたし、さらに言えば、輸血などという

ことは、聖書の時代には実践 されていなかったのです。

このように、輸血 を拒絶するための根拠を宗教的な

動機づけに求めるのは、理屈 としては間違っています。

しか し、輸血拒否の動機が間違っていても、患者の意

志は、そのこととは無関係に、医者の行為にとって重

要です。患者の意志が重要であることの法律的な根拠

は,初 めに述べ ましたように、患者の自己決定権 にあ

ります。それだけではあ りません。エホバの証人は、

ドイツ連邦共和国の基本法で保証 されている信仰の 自

由を引き合いに出す ことができます。 ドイッ基本法4条

には 「信仰、良心の自由、お よび宗教的信仰告白と世

界観的信条の自由は、不可侵である」 とあ ります。ま

た、親には、同意能力のない14歳 、[ド イッでは宗教上

の成年が14歳 とされていますが、]子 どもがその歳に達

するまでは、親の信 じる宗教的世界観的確信 を子 に伝

える権利が認められると、 ドイツ連邦憲法裁判所判例

集第41巻,47頁 以下に記されています。

最近になりまして、エホバの証人は、輸血拒否の理

由として、宗教的な理由のほかに、プラグマテ ィック

な理由も挙げています。つ まり、輸血 には、いろいろ
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な危険が結 びついている という理由です。例えばぐエ

イズや肝炎などのウイルスの感染、バクテ リアや寄生

虫の感染などです。ですから、彼 らは、出血を補える

ような代用血液製剤の使用、輸血 を必要 としない手術

方法の優位 を主張1、 またそこに、正 しい医療の可能
う

性を賭けているのです。[終 わり]
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